
JP 2016-524153 A5 2017.7.20

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成29年7月20日(2017.7.20)
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月12日(2017.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バルブ（１０６）の動作をモニターするためのシステム（１００、７００）であって、
　第１のセンサ（３１６、５１６、７１６）および第２のセンサ（３１６、５１６、７１
６）を備えるセンサ構成要素（１１２、３１２）と、
　前記センサ構成要素（１１２、３１２）と結合する処理構成要素（１１４、５１４、７
１４）と、
を含み、
　前記処理構成要素（１１４、５１４、７１４）は、プロセッサ（７５４）と、メモリ（
７５８）と、前記メモリ（７５８）に記憶され、前記プロセッサ（７５４）によって実行
されるように構成された実行可能命令（７６０）と、を含み、
　前記実行可能命令（７６０）は、
　　前記第１のセンサおよび前記第２のセンサからの信号であって、前記バルブおよびパ
イプからエネルギー表示と対応するデータを含む信号を受信するための命令と、
　　前記信号からのデータをサンプリングして、データサンプルを生成する命令であって
、
　　　前記データサンプルは、第１のサンプル、第２のサンプル、および第３のサンプル
を含み、
　　　前記第１のサンプルおよび前記第２のサンプルは、前記バルブに近接する第１の位
置に配置された前記第１のセンサから生ずることが期された第１の信号から生成され、
　　　前記第３のサンプルは、前記バルブに近接する前記第１の位置から離れた前記パイ
プ上の第２の位置に配置された前記第２のセンサから生ずることが期された第２の信号か
ら生成され、
　　　前記第２のサンプルは、第１の遅延を含み、
　　　前記第３のサンプルは、前記第１の遅延とは異なる第２の遅延を含み、
　　　前記第１の遅延および前記第２の遅延は、前記第１の位置と前記第２の位置を隔て
る距離にわたって音波が伝播する値を有する、
　　命令と、
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　　前記バルブのエネルギーシグネチャを形成するために、前記第１のサンプルと前記第
２のサンプルを加算して第１の予備サンプルを形成し、前記第１の予備サンプルから前記
第３のサンプルを減算することにより、前記データサンプルを結合する命令と、
　　前記エネルギーシグネチャを、前記バルブの問題のある動作状態に対応する既知のエ
ネルギースペクトルで定義された閾値基準と比較する命令と、
　　前記バルブの前記問題のある動作状態による損傷を予防する保守を開始するように、
前記閾値基準を満たす前記エネルギーシグネチャに応じてデータを含む出力を生成する命
令と、
　を含む、
システム。
【請求項２】
　前記第１の遅延（５３２）および前記第２の遅延（５３８）は、前記第１の位置（３１
８、５１８）から前記第２の位置（３２０、５２０）までの音の伝搬時間を用いる固定遅
延値（５４２）を含む、請求項１に記載のシステム（１００、７００）。
【請求項３】
　前記第１の遅延（５３２）は、前記固定遅延値（５４２）の２倍である、請求項２に記
載のシステム（１００、７００）。
【請求項４】
　前記第２の遅延（５３８）は、前記固定遅延値（５４２）に実質的に等しい値を有する
、請求項３に記載のシステム（１００、７００）。
【請求項５】
　第３のセンサ（３１６、５１６、７１６）をさらに含み、
　前記実行可能命令（７６０）が、
　　第４のサンプルを生成するために、前記第１の位置および前期だ２の位置から離れた
第３の位置に配置された前記第３のセンサから生ずる第３の信号からのデータをサンプリ
ングする命令と、
　　前記エネルギーシグネチャから前記第４のサンプルを減算する命令と、
を含み、
　前記第４のサンプル（５３６）は、前記第１の遅延（５３２）と異なる第３の遅延（５
４０）を含む、
請求項１に記載のシステム（１００、７００）。
【請求項６】
　前記第３の遅延（５４０）は、前記第２の遅延（５３８）と実質的に同じである、請求
項５に記載のシステム（１００、７００）。
【請求項７】
　前記第２の位置（３２０、５２０）および前記第３の位置（３２２、５２２）は、前記
バルブ（１０６）の上流側（１０８）および下流側（１１０）にそれぞれ配置される、請
求項５に記載のシステム（１００、７００）。
【請求項８】
　前記第２の位置（３２０、５２０）および前記第３の位置（３２２、５２２）は、前記
第１の位置（３１８、５１８）から等間隔に配置される、請求項５に記載のシステム（１
００、７００）。
【請求項９】
　前記第１のセンサ（３１６、５１６、７１６）および前記第２のセンサ（３１６、５１
６、７１６）は、複数の加速度計を含む、請求項１に記載のシステム（１００、７００）
。
【請求項１０】
　前記第１のセンサ（３１６、５１６、７１６）および前記第２のセンサ（３１６、５１
６、７１６）は、複数の圧力センサを含む、請求項１に記載のシステム（１００、７００
）。
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【請求項１１】
　前記プロセッサ（７５４）、メモリ（７５８）、および実行可能命令（７６０）のうち
の１つまたは複数を集積する集積回路を有するポジショナを備える制御バルブ（１０６）
をさらに含み、
　前記第１の位置は、前記制御バルブ上にある、
請求項１に記載のシステム（１００、７００）。
【請求項１２】
　バルブ（１０６）から発するノイズをモニターするための装置であって、
　プロセッサ（７５４）と、
　前記プロセッサ（７５４）と結合されたメモリ（７５８）と、
　前記メモリ（７５８）に記憶され、前記プロセッサ（７５４）によって実行されるよう
に構成された実行可能命令（７６０）と、
を含み、
　前記実行可能命令（７６０）は、
　　バルブおよびパイプから示される音響エネルギーを定義するデータを有する信号を受
信するための命令と、
　　データサンプルを生成するために前記信号からデータをサンプリングする命令であっ
て、
　　　前記データサンプルは、第１のサンプル、第２のサンプル、および第３のサンプル
を含み、
　　　前記第２のサンプルは、前記第１のサンプルに対する第１の遅延を含み、
　　　前記第３のサンプルは、前記第１の遅延とは異なる第２の遅延を含む、
　命令と、
　　　前記データの前記第１のサンプルと前記第２のサンプルを加算して第１の予備サン
プルを形成し、
　　　前記第１の予備サンプルから前記第３のサンプルを減算する
　　ことにより、前記バルブのエネルギーシグネチャを形成するために、前記データサン
プルを結合する命令と、
　　前記エネルギーシグネチャを、前記バルブの問題のある動作状態に対応する既知のエ
ネルギースペクトルで定義された閾値基準と比較する命令と、
　　前記バルブの前記問題のある動作状態による損傷を予防する保守を開始するように、
前記閾値基準を満たす前記エネルギーシグネチャに応じてデータを含む出力を生成する命
令と、
　を含み、
　　前記第１のサンプルおよび前記第２のサンプルは、前記バルブに近接する第１の位置
に配置された前記第１のセンサからのデータを有し、
　　前記第３のサンプルは、前記第１の位置から離れた前記パイプ上の第２の位置に配置
された前記第２のセンサからのデータを有し、
　　前記第１の遅延および前記第２の遅延は、前記第１の位置と前記第２の位置を隔てる
距離にわたって音波が伝播する値を有する、
装置。
【請求項１３】
　前記データは、加速度を測定する、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第２の位置（３２０、５２０）は、前記第１の位置（３１８、５１８）から次式に
より算出された距離だけ離間しており、
【数１】
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　ここで、ｄは前記距離であり、ｖは媒質中の音速であり、ｆは前記音響エネルギーの遮
断周波数である、請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第２の位置（３２０、５２０）は、前記バルブ（１０６）の下流側（１１０）にあ
る、請求項１２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第２の位置（３２０、５２０）は、前記バルブ（１０６）の上流側（１０８）にあ
る、請求項１２に記載の装置。
【請求項１７】
　前記エネルギーシグネチャから、前記信号からのデータの第４のサンプル（５３６）を
減算する命令をさらに含み、
　前記第４のサンプル（５３６）は、前記第１のサンプル（５２８）に対して前記第１の
遅延（５３２）と異なる第３の遅延（５４０）を含み、
　前記第４のサンプル（５３６）は、前記第１の位置（３１８、５１８）と異なり前記第
２の位置（３２０、５２０）の下流の第３の位置（３２２、５２２）にある第３のセンサ
からのデータを含む、請求項１２に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第３の遅延（５４０）は、前記第２の遅延（５３８）と同じである、請求項１７に
記載の装置。
【請求項１９】
　前記第１の遅延（５３２）、前記第２の遅延（５３８）、および前記第３の遅延（５４
０）は、固定遅延値（５４２）を含み、
　前記固定遅延値（５４２）は、前記第１の位置（３１８、５１８）から前記第２の位置
（３２０、５２０）または前記第３の位置（３２２、５２２）のいずれかまでの音の伝搬
時間を測定する、請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記第１の遅延（５３２）は、前記固定遅延値（５４２）の２倍に等しい、請求項１９
に記載の装置。
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